
公立鳥取環境大学基金規程 

令和２年９月１日 

公立鳥取環境大学規程第３４号 

 

（設置） 

第１条 公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「法人」という。）に、公立鳥取環境大学基金(以

下「基金」という。)を設置する。 

  

（目的） 

第２条 基金は、法人が設置する公立鳥取環境大学（以下「本学」という。）における、学生への

支援を充実させるとともに、教育研究環境を整備することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）修学援助など学生への支援事業 

（２）教育研究施設・設備等の整備事業 

 

（特定基金） 

第４条 特定の事業を実施するため、基金に特定基金を置くことができる。 

 

（基金の構成） 

第５条 基金は、第２条の目的を寄附目的とする寄付金及び基金の果実をもって構成する。 

 

（運営委員会） 

第６条 基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、公立鳥取環境大学基金運営委員会(以

下「運営委員会」という。)を置く。 

２ 運営委員会は、次の事項について審議する。 

（１）基金の事業計画に関すること。 

（２）基金の予算及び決算に関すること。 

（３）基金の受け入れ及び運用に関すること。 

（４）その他基金の管理運営に関すること。 

 

第７条 運営委員会は次に掲げる者をもって組織する。 

（１）理事長 

（２）副理事長 

（３）常勤の理事 

（４）副学長 

（５）学部長 

（６）研究科長 

（７）人間形成教育センター長 

（８）その他理事長が必要と認めた者 

２ 運営委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。 

３ 委員長に事故がある場合は副理事長が、その職務を代行する。 



 

第８条 運営委員会は理事長が必要とするときに召集し、議長となる。 

２ 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

 

（寄附金等の受入れ及び管理） 

第９条 寄附金等の受入れ及び管理については、この規程に定めるもののほか、公立大学法人公

立鳥取環境大学寄附金取扱規程（平成２４年規程第６２号）の定めるところによる。 

 

（事務） 

第１０条 基金の受け入れ及び運営等に関する事務は、総務課が行う。 

 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和２年９月１日から施行する。 


